
平成２８年９月２９日開催教育委員会会議記録 
 

１ 開会・閉会等について 
日  時 平成28年9月29日（木） 午後3時00分 

場  所 教育委員会室 

開  会 午後3時00分 

閉  会 午後3時50分 

 
出席委員 
  教   育   長    加  藤  裕  之 
  委       員    雁  部  隆  治 
 委       員    阿  部  博  道 
 委       員    坂  根  慶  子 
 委       員    淺  松  三  平 

  
 説明のために出席した職員 
   
                 
 
       
   学  務  課  長   須  藤  浩  司 

指  導  室  長   月  田  行  俊 
   生 涯 学 習 課 長   岡  本  香  織 
   スポーツ 振興課長      佐 久 間  英  樹 
   ひ き ふ ね 図 書 館 長      石  原  恵  美 

 
２ 議題について 

⑴  議決事項 

第1 議案第82号 学校歯科医の退任に伴う感謝状の贈呈について 

第2 議案第83号 学校歯科医の委嘱発令について 

第3 議案第84号 第28期墨田区スポーツ推進委員の委嘱（追加）について 

⑵  報告事項 

第1 平成28年度教育委員会の点検・評価結果報告書について 

第2 児童・生徒の事故等の状況について 

第3 （仮称）総合運動場整備に伴う旧鐘淵中学校の解体工事について 

第4 （仮称）総合運動場整備に伴う都市計画変更のパブリックコメント実施について 

第5 教育課題の進捗状況について 

高  橋  宏  幸 教育委員会事務局参事 
（すみだ教育研究所長事務取扱） 

教育委員会事務局参事 
（庶務課長事務取扱） 岸  川  紀  子 



第6 平成27年度に発生した「重大事態」に関する経過観察結果について 

 

３ 会議の概要について 
○ 教育長 ただ今から教育委員会を開会します。本日の会議録署名人は淺松委員にお願いします。本

日の日程ですが、報告事項第６については、個人情報にかかわる案件であることから、秘密会にし

て審議したいと思いますがいかがでしょうか。 
         （「異議なし」の声あり） 
○ 教育長 それでは、報告事項第６の審議は秘密会として行うこととします。なお、会議の進行につ

いては、議決事項、報告事項第５までの審議の後休憩とし、秘密会として会議を再開いたします。 
 
議決事項第１・・・資料Ｐ１～２ 

議案第８２号「学校歯科医の退任に伴う感謝状の贈呈について」を上程し、学務課長が資料のとおり

説明する。 

○ 教育長 ただいまの説明について、何かご質疑・ご意見はありますか。 
（質疑・意見なし） 

○ 教育長 それでは、議案第８２号は、原案どおり贈呈することにしたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 
         （「異議なし」の声あり） 
○ 教育長 それでは、原案どおり贈呈することにします。 

 
議決事項第２・・・資料Ｐ３～４ 

議案第８３号「学校歯科医の委嘱発令について」を上程し、学務課長が資料のとおり説明する。 

○ 教育長 ただいまの説明について、何かご質疑・ご意見はありますか。 
○ 坂根委員 歯科医に限らず、学校医の高齢化が見受けられます。また、小児科が少なくなっている

ようでもあります。今後、安定して学校医等を引き受けてもらえるのか、その辺の動向がわかれば

教えてください。 
○ 庶務課長 以前、保健衛生担当にいたときの状況では、確かに小児科医の数は少なくなっています。

現在は、大学病院等の医局等と連携してお願いしたり、地域で小児科と内科を併科している先生に

お願いしたりする場合もあります。 

○ 教育長 欠員となるようなときは、学校が手配するのですか。 

○ 学務課長 学務課で、医師会に推薦をお願いしています。新規の場合は、７０歳未満の方というこ

とでお願いしています。 

○ 坂根委員 医師の高齢化という現状は、非常に心配です。学校医等の確保については、よろしくお

願いします。 

○ 教育長 それでは、議案第８３号は、原案どおり委嘱することにしたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 
         （「異議なし」の声あり） 
○ 教育長 それでは、原案どおり委嘱することにします。 

 
議決事項第３・・・資料Ｐ５～６ 



議案第８４号「第２８期墨田区スポーツ推進委員の委嘱（追加）について」を上程し、スポーツ振興

課長が資料のとおり説明する。 

○ 教育長 ただいまの説明について、何かご質疑・ご意見はありますか。 
（質疑・意見なし） 

○ 教育長 それでは、議案第８４号は、原案どおり委嘱することにしたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 
         （「異議なし」の声あり） 
○ 教育長 それでは、原案どおり委嘱することにします。 
 
報告事項第１・・・冊子（資料１） 

「平成２８年度教育委員会の点検・評価結果報告書について」、庶務課長が資料のとおり説明する。 

○ 教育長 ただいまの説明について、何かご質疑・ご意見はありますか。 
○ 坂根委員 印刷の不鮮明な個所があります。読めないことはありませんが、配布前に確認してくだ

さい。 
○ 庶務課長 配付前に確認します。 

 

報告事項第２・・・資料Ｐ７～９ 

「児童・生徒の事故等の状況について」、指導室長が資料のとおり説明する。 

○ 教育長 ただいまの説明について、何かご質疑・ご意見はありますか。 
○ 淺松委員 ４～８月の時期は、小学校の管理下の事故が昨年の３倍くらいということで、けがの程

度もありますが、特定の学校なのでしょうか。 
○ 指導室長 特定の学校ではなく、分散しています。また、教員の死角になっているところで起きて

いるものもあります。日常的な安全指導の取組が弱かったのではないかと考えています。 
○ 淺松委員 事故については、細かいものでも教育委員会へ報告するという傾向ですか、意識はあり

ますか。 
○ 指導室長 あります。報告についての指導も行っています。 
 
報告事項第３・・・資料Ｐ１０ 

「（仮称）総合運動場整備に伴う旧鐘淵中学校の解体工事について」及び 

報告事項第４・・・資料Ｐ１１ 

「（仮称）総合運動場整備に伴う都市計画変更のパブリックコメント実施について」、スポーツ振興課

長が資料のとおり説明する。 

○ 教育長 ただいまの説明について、何かご質疑・ご意見はありますか。 
（質疑・意見なし） 

 
報告事項第５・・・資料Ｐ１２～１３ 

「教育課題の進捗状況について」、所管課長が資料のとおり説明する。 

○ 庶務課長 （学校ＩＣＴ化の推進について説明） 
○ すみだ教育研究所長 （すみだ教育指針の策定、学力向上新３か年計画の実施、幼保小中一貫教育

の推進について説明） 

saitou-kyouko
フリーテキスト




○ スポーツ振興課長 （（仮称）総合運動場等整備事業について説明） 

○ 教育長 ただいまの説明について、何かご質疑・ご意見はありますか。 

○ 淺松委員 学力向上新３か年計画の実施の中のすみだチャレンジ教室に絡むことで、区内の小中学

校の放課後学習の実施状況がつかめないのですが、本来の放課後学習の目的、趣旨を学校でも教育

委員会でも考え直した方がよいのではないかと感じることがあります。補助金を利用する学校、し

ない学校、定期的に実施している学校、そうでない学校、中学校では定期考査の前に集中している

学校などあります。放課後学習の目的、趣旨がずれているのではないかと思います。 
○ すみだ教育研究所長 放課後学習については、事務局でも懸念しているところはありますが、事務

局の姿勢としては、学校長のリーダーシップの下で実施することに対して、人材、物品等での支援

を行うこととしています。学校の主体性を重んじているところではありますが、今後、学校と教育

委員会の役割について校長と協議していきたいと思います。 

○ 教育長 授業でやったことをできるようにし、自信をつけさせるということなのですが、それをき

っかけにするのかどうなのか位置づけがよくわからないところがあります。子どもたちがどのよう

に変わっているのか、分析している学校とそうでないところがあります。 

○ 淺松委員 学校によっては、ということで、全てではありません。人、金を付けるのですから目的

に合わせた成果が必要ではないかと思います。 
○ 教育長 すみだ教育研究所でも改善しようとはしていますが、まだ通告していない状況です。 
○ 坂根委員 チャレンジ教室には、小学校２校と中学校を参観しました。夏休みに復習することはよ

いことだと思いますが、通常の放課後学習と違って、新しいことを勉強させること、英単語一つで

もよいので、一歩進んで勉強するチャンスを与えて学習意欲につなげることも必要だと思います。 
○ すみだ教育研究所長 学習意欲という点でも考えていかなければならないことは承知していますが、

今回の対象は学習が遅れている子どもたちになっています。今後の課題として、受託者とも検討し

ていきたいと思います。 

 

○ 教育長 次の報告につきましては、会議の冒頭に説明しましたとおり個人情報にかかわる案件であ

るため、秘密会として審議します。傍聴人の方は、ご退室願います。 

 
（傍聴人退室） 

 
〈秘密会/教育委員会会議規則第２６条第２項の規定により、別に会議録あり〉 

 
〇 教育長 以上で、教育委員会を閉会します。 

 


